
証券コード 1766
2026年７月９日

株 主 各 位
名古屋市中区丸の内二丁目１番33号

代表取締役社長兼ＣＥＯ 左右田 善猛

第50回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第50回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上

げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記

ウェブサイトに「第50回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載し
ております。
当社ウェブサイト https://www.token.co.jp/ir/investors/calendar/
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東証上場会社情報サービスウェブサイト トップページ
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入
力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、ご覧ください。

なお、株主の皆様におかれましては、書面（郵送）又はインターネット等による議
決権行使（詳細は後記の「議決権行使についてのご案内」をご参照ください）をする
ことができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」
をご検討いただき、2026年７月27日（月曜日）営業時間終了の時（午後６時）までに
議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年７月28日（火曜日）午前10時
2. 場 所 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目１番33号

当社 東建本社丸の内ビル３階 東建ホール・丸の内
（末尾の株主総会会場のご案内図をご参照ください。）
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3. 目 的 事 項
報 告 事 項 1. 第50期（2025年５月１日から2026年４月30日まで）

事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第50期（2025年５月１日から2026年４月30日まで）
計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 故創業者・元代表取締役会長 左右田 稔氏に対する退職慰労金の

贈呈の件
以 上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
◎ 本株主総会にご出席の株主様へのお土産は用意しておりません。何卒ご理解賜り

ますようお願い申し上げます。
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出く

ださいますようお願い申し上げます。
◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内

容を掲載させていただきます。

― 2 ―



事 業 報 告

(2025年５月１日から
2026年４月30日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や政府による各

種政策の効果により、緩やかな回復基調で推移しました。一方で、中東情勢や金

融資本市場の変動の影響に注意する必要があるなど、景気の先行きについては依

然として不透明な状況が続いております。

建設業界におきましては、建築基準法・建築物省エネ法の改正に伴う駆け込み

需要の反動や、物価上昇に伴う実質賃金の減少で消費者マインドが悪化したこと

などから、新設住宅着工戸数は71万７千戸（前期比9.9％減）となり前期を下回り

ました。また、新設貸家着工戸数は31万３千戸（前期比9.8％減）となりました。

このような状況のなか、当社グループの連結業績は、売上高は3,865億３千７百

万円（前期比5.4％増）となり前期を上回りました。利益面におきましては、営業

利益223億７千３百万円（前期比0.5％増）、経常利益234億３千２百万円（前期比

3.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益161億６千１百万円（前期比2.4％増）

となりました。

セグメントの業績は以下のとおりであります。

（建設事業）

建設事業におきましては、前連結会計年度の受注高が増加したことにより、当

連結会計年度の完成工事高は前年同期と比較して増加しております。利益面にお

きましては、建設資材価格及び労務費の高騰は続いており、併せて販売促進策の

実施に伴い完成工事総利益率は低下したものの、完成工事高の増加により完成工

事総利益額は増加しました。ナスラック㈱につきましては、水周り製品を中心と

した外販売上高が前期と比較して増加しております。この結果、建設事業におけ

る売上高は1,641億６百万円（前期比8.6％増）、営業利益は172億１千９百万円

（前期比11.8％増）となりました。

また、当連結会計年度の当社単体における総受注高につきましては、2,187億５

千９百万円（前期比20.8％増）となりました。
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（不動産賃貸事業）

不動産賃貸事業におきましては、管理物件数の増加に伴うサブリース経営代行

システム（一括借り上げ制度）による入居者様からの家賃収入及び管理料収入等

の増加により、売上高は前期を上回ることができました。当社では、仲介業務支

援システムの改修やお部屋探しキャンペーンを実施するなど、入居者募集活動の

充実を図ってまいりました。また、これらの施策のほか管理事業拡大のために物

件仕入及び管理受託の促進に努める一方で、「ホームメイトＦＣ店」や「ホームメ

イト倶楽部（ネット会員）」を積極的に開拓し、全国不動産会社情報ネットワーク

を構築することで、仲介競争力の強化を図ることができました。それらの効果に

より、賃貸建物の当連結会計年度末の入居率は99.0％となり、高い入居率を維持

しております。この結果、不動産賃貸事業における売上高は2,202億３千７百万円

（前期比3.3％増）、営業利益は142億４千２百万円（前期比0.7％増）となりまし

た。

（その他）

総合広告代理店業、旅行代理店業及びゴルフ場・ホテル施設の運営に関する事

業で構成されるその他の事業における売上高は21億９千４百万円（前期比1.4％

減）、営業利益は４千５百万円（前期比62.3％減）となりました。

セグメントの名称

前連結会計年度
自 2024年５月１日
至 2025年４月30日

当連結会計年度
自 2025年５月１日
至 2026年４月30日

売上高
（百万円）

構成比
（％）

売上高
（百万円）

構成比
（％）

建 設 事 業 151,131 41.2 164,106 42.4

不 動 産 賃 貸 事 業 213,284 58.2 220,237 57.0

そ の 他 2,224 0.6 2,194 0.6

合 計 366,640 100.0 386,537 100.0

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資は、総額34億４千５百万円であります。その

主なものは、当社における事業用地の取得及び合理化のためのソフトウェアなど

であります。

(3) 資金調達の状況

該当事項はありません。
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(4) 対処すべき課題

当社においては、優秀な人材の確保・増強、新商品の開発・受注、ＤＸによる
業務の効率化を積極的に推進するなど、経営基盤の強化を図ってまいりました。

2027年４月期におきましては、前期に引き続き様々な戦略を実行していくなか
で、成長が見込まれる有力市場へ積極的に事業所を展開し、各エリアの市場規模
に合わせた最適な人員配置を徹底することで、投資対効果を最大化させてまいり
ます。さらに、固定概念にとらわれない柔軟な組織編成を行うことで、経営環境
の変化にも迅速に対応できる強靭な経営基盤を確立し、更なる当社グループの発
展に努めてまいります。

以上、今後の厳しい外部環境に柔軟に対応しつつ、目標達成のため一丸となっ
て邁進する所存であります。

株主の皆様には、今後ともより一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申
し上げます。

(5) 財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況

期 別

区 分
2023年４月期 2024年４月期 2025年４月期

2026年４月期
(当連結会計年度)

売 上 高(百万円) 316,849 340,835 366,640 386,537

経 常 利 益(百万円) 10,091 13,410 22,752 23,432

親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益

(百万円) 5,239 8,943 15,778 16,161

１株当たり当期純利益(円) 389.70 665.21 1,173.64 1,238.21

総 資 産(百万円) 198,449 210,001 228,663 215,656

純 資 産(百万円) 115,290 121,611 133,751 116,350

１株当たり純資産額 (円) 8,575.60 9,045.85 9,949.03 10,481.12

② 当社の財産及び損益の状況

期 別

区 分

第 47 期
(2023年４月期)

第 48 期
(2024年４月期)

第 49 期
(2025年４月期)

第 50 期
(当事業年度)
(2026年４月期)

売 上 高(百万円) 134,811 153,850 173,415 186,725

経 常 利 益(百万円) 5,544 7,558 16,770 17,543

当 期 純 利 益(百万円) 2,871 5,742 12,503 13,439

１株当たり当期純利益(円) 213.58 427.16 930.03 1,029.68

総 資 産(百万円) 160,773 168,808 184,226 167,679

純 資 産(百万円) 82,896 85,379 94,519 73,898

１株当たり純資産額(円) 6,166.04 6,350.80 7,030.75 6,656.90
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(6) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容

㈱ 東 通 エ ィ ジ ェ ン シ ー 20百万円 100.0％ 総 合 広 告 代 理 業

㈱ 東 通 ト ラ ベ ル 30百万円 100.0％ 旅 行 代 理 業

東 建 リ ー ス フ ァ ン ド ㈱ 250百万円 100.0％ 貸金業及び生損保代理業

東 建 多 度 カ ン ト リ ー ㈱ 50百万円 100.0％ ゴルフ場及びホテル運営

東建リゾート・ジャパン㈱ 100百万円 100.0％ ゴ ル フ 場 運 営

ナ ス ラ ッ ク ㈱ 90百万円 100.0％ 製 造 販 売 業

㈱ 東 通 エ ス テ ー ト 3百万円 100.0％ 不 動 産 事 業

東 建 ビ ル 管 理 ㈱ 498百万円 100.0％ 不 動 産 事 業

(7) 主要な事業内容

建 設 事 業 土木・建築その他建設工事全般に関する事業及びそれに付随する事業

不 動 産 賃 貸 事 業 不動産の賃貸、仲介及び管理に関する事業

そ の 他
総合広告代理店業、旅行代理店業及びゴルフ場・ホテル施設の運営に関す
る事業
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(8) 企業集団の主要な拠点等

当 社

本 社：名古屋市中区

支 店 等：東日本事業ブロック（支店等21・仲介専門店11）

埼玉千葉事業ブロック（支店等21・仲介専門店３）

東京事業ブロック（支店等15・仲介専門店４）

神奈川事業ブロック（支店等12・仲介専門店４）

中日本事業ブロック（支店等26・仲介専門店28）

関西事業ブロック（支店等23・仲介専門店６）

西日本事業ブロック（支店等29・仲介専門店16）

ナスラック㈱

本 社：名古屋市中区

工 場：千葉シスコ工場（千葉県)、ＮＫ深谷工場（埼玉県)、

ナスラック鎌倉工場（神奈川県)、シェルル神戸工場（兵庫県)、

出雲ダンタニ工場（島根県）

支 店 等：支店３、営業所７

その他の子会社

本 社：愛知県７、三重県１、中華人民共和国（上海市）１

(9) 従業員の状況

① 企業集団の状況

セグメントの名称 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

建 設 事 業 4,473名 314名増

不 動 産 賃 貸 事 業 1,375名 10名増

そ の 他 128名 ８名減

全 社 （共 通） 255名 38名増

合 計 6,231名 354名増

② 当社の状況

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

5,718名 363名増 39.7歳 6.8年

(注) 従業員数は就業人員（パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含む。）であります。

(10) 主要な借入先

現在、借入金残高はありません。
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2. 会社の株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 53,888,000株

(2) 発行済株式の総数 13,472,000株（自己株式2,371,020株を含む）

(3) 株主数 11,967名（前期末比765名減少）

(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

(株)東名商事 2,257,400株 20.3％

左右田 稔 1,046,400 9.4

ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ２ 投資事業有限責任組合 1,002,000 9.0

ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ３ 投資事業有限責任組合 933,900 8.4

光通信ＫＫ 投資事業有限責任組合 859,900 7.7

日本マスタートラスト信託銀行(株)（信託口） 510,100 4.5

左右田 善猛 404,000 3.6

光通信(株) 182,900 1.6

ステート ストリート バンク アンド トラスト
カンパニー ５０５００１

116,810 1.0

ＦＩＲＳＴ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＢＡＮＫ
ＯＦ ＩＳＲＡＥＬ ＣＬＩＥＮＴＳ ― ＧＬＯＢＡＬ

108,700 0.9

(注) 1. 当社は、自己株式2,371,020株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。ま
た、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

2. 左右田稔氏は、2025年７月24日に逝去されましたが、名義書換未了のため、株主名簿上の
名義で記載しております。
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3. 会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の氏名等

氏 名 地 位 担 当 重要な兼職の状況

左右田 善 猛 代表取締役社長兼ＣＥＯ 営業本部長兼建築本部長

住 野 隆 典 取 締 役 営業担当

浮 田 和 秀 取 締 役

榊 原 啓 取 締 役
㈱スタディーズ
代表取締役

更 科 幸 弘 常 勤 監 査 役

三 箭 正 博 監 査 役
税理士
(三箭正博税理士事務所所長)

北 村 明 美 監 査 役
弁護士
(北村法律事務所所長)

(注) 1. 榊原啓氏は、社外取締役であります。
2. 三箭正博及び北村明美の両氏は、社外監査役であります。
3. 監査役三箭正博氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を

有するものであります。
4. 左右田稔氏は、2025年７月24日の逝去により、同日付で代表取締役を退任いたしました。
5. 志田行弘氏は、2025年７月29日開催の第49回定時株主総会終結の時をもって、任期満了によ

り取締役を退任いたしました。
6. 当社は、取締役榊原啓及び監査役北村明美の両氏を、東京証券取引所及び名古屋証券取引所

の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法

第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基

づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で、当社及び会社法上に定める全ての当社の子会社の

取締役及び監査役（当事業年度中に在任していたものを含む。）を被保険者とす

る、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結してお

り、その保険料を全額当社が負担しております。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負う

こと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害

を当該保険契約により保険会社が補填するものであります。
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(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を

決議しており、取締役及び監査役の報酬は、会社に対する貢献度及び経営内容

等を勘案して決定しております。

取締役の報酬等は基本報酬として株主総会が決定する報酬総額の限度内にお

いて代表取締役に決定が一任されており、役位に応じて分配されております。

監査役の報酬等についても取締役同様の方針に基づき、株主総会が決定する

報酬総額の限度内において監査役の協議により決定しております。

② 取締役及び監査役の報酬等の総額等

区分 報酬等の総額

報酬等の種類別
の総額 対象となる

役員の員数
基本報酬

取 締 役
(うち社外取締役)

489百万円
(８百万円)

454百万円
(８百万円)

６名
(２名)

監 査 役
(うち社外監査役)

20百万円
(８百万円)

20百万円
(８百万円)

３名
(２名)

(注) 1. 報酬等の総額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額35百万円（取締役４名に対
して35百万円、監査役１名に対して０百万円）が含まれております。

2. 取締役の金銭報酬の額は、2017年７月27日開催の第41回定時株主総会において年額800百万
円以内（うち、社外取締役年額30百万円）と決議しております（使用人兼務取締役の使用人
分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、５名（うち、社外取締役は
１名）です。

3. 監査役の金銭報酬の額は、1995年９月25日開催の第19回定時株主総会において年額30百万円
以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３名です。

4. 取締役会は、代表取締役社長兼ＣＥＯ左右田善猛氏に対し各取締役の基本報酬の額の評価配
分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各役員の担
当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。また、
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法
及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された方法と整合しており、当該決定方針に
沿うものであると判断しております。
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(5) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役榊原啓氏は㈱スタディーズの代表取締役であります。㈱スタディーズ

と当社との間には特別な関係はありません。

監査役三箭正博氏は三箭正博税理士事務所の所長であります。三箭正博税理

士事務所と当社との間には特別な関係はありません。

監査役北村明美氏は北村法律事務所の所長であります。北村法律事務所と当

社との間には特別な関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

取締役 榊原啓

取締役会への出席率は100.0％であります。

取締役榊原啓氏は、主に経営者としての先進的な視点と幅広い見識に基

づいて、適切な助言・提案等を適宜行っており、経営陣の監督に努めてお

ります。具体的には会社の月次予算実績の進捗に対する助言や新規事業に

関する助言であります。

監査役 三箭正博

取締役会への出席率は100.0％であります。

監査役会への出席率は100.0％であります。

監査役 北村明美

取締役会への出席率は100.0％であります。

監査役会への出席率は100.0％であります。

監査役三箭正博氏は税理士としての専門的見地に基づいて、監査役北村

明美氏は弁護士として法律に関する専門的な知識と経験から、適宜質問し、

また必要に応じて意見を述べており、監査機能の発揮に努めております。

4. 会計監査人に関する事項
(1) 会計監査人の名称

仰星監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

64百万円

② 当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の

合計額

72百万円

(注) 当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に
基づく監査に対する報酬等の額を区別しておらず、実質的にも区分できないため、
上記①の金額にはこれらの合計額を記載しております。
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(3) 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由

当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実

務指針」を踏まえ、会計監査人の監査の実施状況、監査計画及び報酬見積の相当

性等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第１項の

同意を行っております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第１項に定める

いずれかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人

を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集

される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたしま

す。

また、上記の場合のほか、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合

的に勘案して、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決

定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。

5. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
業務の適正を確保するための体制の決定内容の概要

当社は、上記体制について取締役会において、内部統制システム構築の基本方針
に関し、下記のとおり決議いたしております。
1. 取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制
(1)「企業行動憲章」「社員行動規範」「社訓」「社是」「倫理綱領」などに基づき、

代表取締役がその精神を継続的に取締役及び社員に伝達することにより法
令・定款及び社会規範を遵守する。

(2) コンプライアンス経営に取り組むためにグループ全体を横断的に統括する組
織として、東建リスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク・コンプ
ライアンス管理体制の整備及び問題点の把握に努める。東建リスク･コンプラ
イアンス委員会は、規程、マニュアル等を作成し、社員への教育等を行う。

(3) 内部監査室は、コンプライアンスの状況を監査し、監査結果を定期的に取締
役会及び監査役に報告するものとする。

(4) 法令上疑義のある行為等について社員が直接情報提供を行う手段として通
報・相談窓口を設置・運営する。内部監査室は、通報・相談内容を調査し、
その調査結果を東建リスク・コンプライアンス委員会に報告する。東建リス
ク・コンプライアンス委員会は、再発防止策を担当部門と協議の上決定し、
全社的に再発防止策を実施する。

(5)「企業行動憲章」「社員行動規範」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を
与える反社会勢力との関係を遮断し、不当要求には警察、弁護士等の外部専
門機関と連携して組織的に対応する。
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2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る情報（文書及び電子的記録媒体）は、「文書取扱規

程」及び「電子化文書取扱規程細則」に従い、適切に記録し、保存する。
(2) 取締役及び監査役は、「文書取扱規程」及び「電子化文書取扱規程細則」によ

り、常時、これらの情報を閲覧できるものとする。
(3)「電子化文書取扱規程細則」に基づいた情報は、電子化文書管理システム

「ＮＥＸＴ」により、運用するものとする。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理については、リスクの種類毎の担当部署にて、規程の制定、マニ

ュアルの作成、研修等を行うものとし、組織横断的リスク状況の管理及び全
社的対応は、東建リスク・コンプライアンス委員会が行うものとする。

(2) 内部監査室は、リスク管理の状況を監査するものとする。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は取締役、社員が共有する全社的な目標となる当社及び当社グルー

プを含む中期経営計画及び年次計画を定める。
(2) 業務担当取締役は、その目標達成のために各部門の具体的目標及び「組織規

程」、「業務分掌規程」、「職務権限・職責規程」、「稟議規程」に基づく効率的
な達成方法を定める。

(3) 業務担当取締役は、取締役会、経営会議等において、進捗状況を報告する。
(4) ＩＴを用いた全社的な業務の効率化を実現する業務システムを構築し、また、

機動的な会議運用を行うため、必要に応じて遠隔地においてはテレビ会議の
形態で会議を開催する。

5. 当会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)「関係会社管理規程」及び「『子会社別経営戦略計画』策定規程」に基づき、

グループ各社の経営管理を行い、東建リスク・コンプライアンス委員会によ
りリスク・コンプライアンス管理体制を構築する。

(2) 当社の内部監査室は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果
を子会社取締役及び当社の取締役に報告する。

6. 監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合における当該社員
に関する事項並びにその社員の取締役からの独立性に関する事項

(1) 当社は、監査役より職務を補助すべき社員を置くことを求められた場合は、
内部監査室員を監査役の職務を補助すべき社員として設置する。

(2) 監査役は、内部監査室所属の室員に監査業務に必要な事項を命令することが
できるものとする。

(3) 監査役より監査業務に必要な命令を受けた室員はその命令に関して、取締役、
内部監査室長等の指揮命令を受けないものとする。
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7. 取締役及び社員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関す
る体制

(1) 取締役または社員は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グ
ループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、通報・相談窓口へ
の通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。

(2) 当社は、監査役への報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由とす
る不利な取扱いを禁止する。

(3) 報告の方法については、取締役と監査役との協議により決定する方法による。
8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役と代表取締役、内部監査室、会計監査人との間の定期的な意見交換会

を設定するなど、相互の連携を図る。
(2) 監査役が経営会議などの重要会議に出席し、意思決定の過程及び業務の執行

状況を把握できる体制を確保する。
(3) 当社は、監査役が当社に対し、その職務の執行について生じる費用の前払等

の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執
行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理
する。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、内部統制システム構築の基本方針に基づき、企業集団の業務の適正を

確保するための体制整備とその適切な運用に努めており、当連結会計年度における
運用状況は以下のとおりであります。

当社及びグループ各社は、東建リスク・コンプライアンス委員会を４回開催し、
法令・社内規程等の遵守状況を審議した上で、必要に応じて、コンプライアンス態
勢を見直した。

当社の取締役会は、社外取締役１名を含む４名で構成し、監査役も出席した上で
開催し、取締役の職務執行を監督した。

グループ各社については、「関係会社管理規程」及び「『子会社別経営戦略計画』
策定規程」に基づき、重要な事項を当社取締役会において審議し、子会社の適正な
業務運営及び当社による実効性のある管理の実現に努めた。

内部監査室は、代表取締役の承認を受けた内部監査計画に基づき、法令・社内規
程等の遵守状況について、各部門を対象とする監査を実施し、その結果及び改善状
況を代表取締役及び監査役に報告した。

監査役は、監査方針を含む監査計画を策定し、定期的な監査役会に加えて適宜臨
時監査役会を開催し監査役間の情報共有に基づき会社の状況を把握し、必要な場合
は提言の取りまとめを行った。加えて、取締役会に出席するとともに、取締役、そ
の他使用人と対話を行い、それらの職務の執行状況を監査した。

常勤監査役は、主要な稟議書の閲覧をし、取締役及び使用人の職務の執行状況を
監査するとともに、東建グループ経営会議、東建リスク・コンプライアンス委員会
等の主要会議に出席し、必要な場合は意見を述べた。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
(注) 本事業報告中の記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示いたしております。なお、１株当た

り当期純利益、及び１株当たり純資産額につきましては、表示単位未満を四捨五入して表示い
たしております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2026年４月30日現在）

（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産

現 金 預 金

受取手形・完成工事未収入金等

未 成 工 事 支 出 金

そ の 他 の 棚 卸 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 ・ 構 築 物

機械、運搬具及び工具器具備品

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

長 期 貸 付 金

長 期 預 金

繰 延 税 金 資 産

退職給付に 係 る 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

136,486

118,474

9,804

2,187

1,862

4,182

△25

79,170

41,585

16,891

6,984

16,683

1,025

2,693

34,891

3,115

20,000

6,677

892

4,522

△316

流 動 負 債 72,204

支払手形・工事未払金等 14,060

未 払 費 用 11,686

未 払 法 人 税 等 4,041

未 成 工 事 受 入 金 13,233

預 り 金 3,234

前 受 金 16,561

賞 与 引 当 金 1,747

完成工事補 償 引 当 金 356

家 賃 保 証 引 当 金 584

そ の 他 6,697

固 定 負 債 27,101

役員退職慰 労 引 当 金 190

退職給付に 係 る 負 債 3,117

長 期 預 り 保 証 金 21,770

そ の 他 2,023

負 債 合 計 99,305

(純 資 産 の 部)

株 主 資 本 115,270

資 本 金 4,800

資 本 剰 余 金 20

利 益 剰 余 金 140,243

自 己 株 式 △29,793

その他の包括利益累計額 1,079

その他有価証券評価差額金 233

退職給付に係る調整累計額 846

純 資 産 合 計 116,350

資 産 合 計 215,656 負 債 純 資 産 合 計 215,656
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連 結 損 益 計 算 書

(2025年５月１日から
2026年４月30日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 386,537

売 上 原 価 319,839

売 上 総 利 益 66,697

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 44,323

営 業 利 益 22,373

営 業 外 収 益

受 取 利 息 151

受 取 配 当 金 151

保 険 代 理 店 収 入 296

受 取 保 険 金 324

施 設 運 営 収 入 81

そ の 他 202 1,207

営 業 外 費 用

ク レ ー ム 損 害 金 47

支 払 手 数 料 79

そ の 他 22 149

経 常 利 益 23,432

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 461

リ ー ス 資 産 減 損 勘 定 取 崩 益 346 808

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 453

減 損 損 失 854 1,308

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 22,932

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 7,558

法 人 税 等 調 整 額 △787 6,771

当 期 純 利 益 16,161

親会社株主に帰属する当期純利益 16,161
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連結株主資本等変動計算書

(2025年５月１日から
2026年４月30日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰 余 金 利益剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 4,800 20 128,519 △211 133,127

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △4,436 △4,436

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

16,161 16,161

自 己 株 式 の 取 得 △29,581 △29,581

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － 11,724 △29,581 △17,856

当 期 末 残 高 4,800 20 140,243 △29,793 115,270

その他の包括利益累計額

純資産 合 計その他有価証券
評価差 額 金

退職給付に係る
調整累 計 額

その他の包括利益
累計額 合 計

当 期 首 残 高 276 347 623 133,751

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △4,436

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

16,161

自 己 株 式 の 取 得 △29,581

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

△42 498 455 455

当 期 変 動 額 合 計 △42 498 455 △17,401

当 期 末 残 高 233 846 1,079 116,350
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(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社数 ８社
㈱東通エィジェンシー、㈱東通トラベル、東建リースファンド㈱、東建多
度カントリー㈱、東建リゾート・ジャパン㈱、ナスラック㈱、東建ビル管
理㈱、㈱東通エステート

非連結子会社
上海東販国際貿易有限公司
一般財団法人刀剣ワールド財団
（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に
見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算
書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

2. 持分法の適用に関する事項
持分法を適用しない非連結子会社
上海東販国際貿易有限公司
一般財団法人刀剣ワールド財団
（持分法の範囲から除いた理由）
持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要
性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、いずれも連結決算日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券
その他有価証券
市場価格のない……………
株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は主として移動平均法により算
定。）

市場価格のない株式等……移動平均法による原価法
棚卸資産
未成工事支出金………………個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）
その他の棚卸資産……………当社は最終仕入原価法による原価法（収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法)、連結子会社は
主として総平均法による原価法（収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法）によっております。
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産……………… 定率法
(リース資産を除く） 但し、1998年４月１日以降取得の建物（附属設

備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得し
た建物附属設備、構築物、当社のゴルフ場に係
る資産及び連結子会社４社については定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物・構築物 ７～60年

無形固定資産……………… 定額法
(リース資産を除く） なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

ソフトウエア ５年
リ ー ス 資 産……………… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引
のうち、リース取引開始日が2008年４月30日以
前のリース取引については、通常の賃貸借取引
に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金……………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘
案し、回収不能見込額を計上しております。

賞 与 引 当 金……………… 従業員賞与の支払いに充てるため、当連結会計
年度に負担すべき支給見込額を計上しておりま
す。

役員賞与引当金……………… 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、
当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上
しております。

完成工事補償引当金………… 完成工事に係る契約不適合の費用に備えるため、
売上高（契約不適合責任契約のあるもの）に対
する見積補償額を計上しております。

家賃保証引当金……………… 家賃保証等の支払に備えるため、将来の損失見
込額を計上しております。

役員退職慰労引当金………… 役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に
基づく当連結会計年度末要支給額を計上してお
ります。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの
期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
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② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれ
ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退
職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡
便法を適用しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお

ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識
する通常の時点）は以下のとおりであります。

イ 建設事業

建設事業においては、主にアパート、賃貸マンション等の建築請負契約

を締結し、設計、施工を行う義務を負っております。当該契約については、

一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係

る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間

の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める

割合に基づいて行っております。この取引の対価は、契約条件に従い、概

ね履行義務の進捗に応じて段階的に受領しているため、重要な金融要素は

含まれておりません。また、その他の工事については、工期がごく短いた

め、引渡しを行った一時点において履行義務が充足されると判断し、収益

を認識しております。

ロ 不動産賃貸事業

不動産賃貸事業においては、主にリフォーム工事等の請負契約を締結し、

リフォーム工事等を行う義務を負っております。当該履行義務については、

工期がごく短いため、引渡しを行った一時点において履行義務が充足され

ると判断し、収益を認識しております。この取引の対価は、通常、短期に

決済されるため、重要な金融要素は含まれておりません。

また、これらの収益の他、アパート・マンション等の入居者より収受す

る不動産賃貸収入は、リース取引に関する会計基準に従って会計処理を行

っております。

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しております。
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(会計上の見積りに関する注記）
一定の期間にわたり収益を認識する方法における見積り

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

完成工事高 156,851百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは工期がごく短いリフォーム工事等を除く工事請負契約につい

て、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に

係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間

の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割

合に基づいて行っております。

当該見積りは、契約締結後の物件規模の見直しや仕様変更に伴う設計変更や

追加契約の締結、また、原材料、資材価格変動等によって影響を受ける可能

性があり、翌連結会計年度の連結計算書類において、完成工事高、完成工事

原価の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

(連結貸借対照表に関する注記）
1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

施主が当社に対する工事代金支払のために借入した９百万円の担保として、定
期預金93百万円を借入を実行した金融機関に差入れております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 30,083百万円
3. 保証債務

施主の金融機関からの借入等に対し、149百万円の債務保証を行っております。
4. 有形固定資産の圧縮記帳額

国庫補助金等により取得価額から控除した固定資産の圧縮記帳累計額
建物・構築物 343百万円
機械、運搬具及び工具器具備品 875
土地 10
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(連結損益計算書に関する注記）
減損損失
(1) 減損損失を認識した資産グループの概要

（単位：百万円）
用途 場所 種類 金額

ゴルフ場施設 三重県桑名市

建 物 ・ 構 築 物 5
そ の 他
（コ ー ス 勘 定）

414

無 形 固 定 資 産
（地 上 権）

60

ナスラック㈱
千葉シスコ工場

千葉県八街市 土 地 374

合 計 854

(2) 減損損失の認識に至った経緯
ゴルフ場施設は、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであることから、
帳簿価額を回収できる見込みがないと判断し、減損損失を認識いたしました。
ナスラック（株）千葉シスコ工場は、保有している工場用地の時価が帳簿価額
に比して著しく下落し、かつ、その回復の見込みがないと判断したため、減損
損失を認識いたしました。

(3) グルーピングの方法
自社利用の事業用資産につきましては原則として事業ブロック別に区分し、賃
貸用不動産、ゴルフ場施設、宿泊施設、工場、将来の使用が見込まれていない
遊休資産については個々の物件単位でグルーピングをしております。また本社
等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから全社資産
としております。

(4) 回収可能価額の算定方法
資産又は資産グループの回収可能価額は、正味売却価額又は使用価値のいずれ
か高い方の金額により測定しております。
ゴルフ場施設及びナスラック（株）千葉シスコ工場の資産について、不動産鑑
定評価額や処分見込額などの合理的な根拠に基づき正味売却価額を算出してお
り、これを回収可能価額として測定しております。

(連結株主資本等変動計算書に関する注記）
1. 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 13,472,000株
2. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額

2025年７月29日開催の第49回定時株主総会決議による配当に関する事項
株 式 の 種 類 普通株式
配 当 金 の 総 額 4,436百万円
１株当たり配当額 330円
基 準 日 2025年４月30日
効 力 発 生 日 2025年７月30日
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(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計
年度となるもの
2026年７月28日開催の第50回定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関
する事項を次のとおり提案しております。
配 当 金 の 総 額 3,996百万円
配 当 の 原 資 利益剰余金
１株当たり配当額 360円
基 準 日 2026年４月30日
効 力 発 生 日 2026年７月29日

(リース取引に関する注記）
オペレーティング・リース取引（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち、解約不能のものに係る未経過リース料は、
次のとおりであります。
１年以内 151,756百万円
１ 年 超 2,905,653
合 計 3,057,410
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(金融商品に関する注記）
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しておりま
す。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒され
ております。
投資有価証券は、主に純投資目的の株式であり、市場価格の変動リスクに晒さ
れております。
施主等に長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが３カ月以内の支払
期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、債権管理規程に従い、営業債権及び長期貸付金について、各事業部
門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及
び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握
や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準
じて、同様の管理を行っております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、投資有価証券について、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財
務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的
に見直しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）
の管理
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更
新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しており
ます。連結子会社においても、当社と同様の管理をしております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動
要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価
額が変動することがあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
2026年４月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
ては、次のとおりであります。

（単位：百万円）

連結貸借対照表
計 上 額

時 価 差 額

(1) 投資有価証券（※2） 628 512 △116

(2) 長期預金 20,000 16,597 △3,402

(3) 長期貸付金 3,115

貸倒引当金（※3） △4

3,111 3,111 －

資産計 23,740 20,221 △3,519

(1) 長期預り保証金 21,770 21,176 △593

負債計 21,770 21,176 △593

（※１）「現金預金」「受取手形・完成工事未収入金等」「支払手形・工事未払金等」「未払法人税等」
「預り金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることか
ら、記載を省略しております。

（※２）市場価格のない株式等は、「(１)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の
連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

区 分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 119

（※３）長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場
において形成される当該時価の算定の対象となる資産及び負
債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１の
インプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定
した時価

レベル３の時価：重要な観察できない時価の算定に係るインプットを使用して
算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それ
らのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が
最も低いレベルに時価を分類しております。
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(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 506 － － 506

資産計 506 － － 506

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

ゴルフ会員権 － 6 － 6

長期預金 － 16,597 － 16,597

長期貸付金 － 3,111 － 3,111

資産計 － 19,714 － 19,714

長期預り保証金 － 21,176 － 21,176

負債計 － 21,176 － 21,176

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式、株主制のゴルフ会員権は相場価格を用いて評価しております。上場

株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類して
おります。また、株主制のゴルフ会員権については業界団体等の第三者から入手
した市場の相場価格により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
長期預金
長期預金の時価の算定は、元利金の合計を国債の利回りに信用リスクを加味し

た適切な指標で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類
しております。
長期貸付金
変動金利によるものの時価は、短期間で市場金利を反映し、また、貸付先の信

用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似している
と考えられるため、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類しており
ます。
長期預り保証金
長期預り保証金の時価の算定は、国債の利回りに信用リスクを加味した適切な

指標で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しており
ます。
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(賃貸等不動産に関する注記）
賃貸等不動産の状況及び時価に関する事項
当社及び一部の連結子会社では、愛知県その他の地域において、賃貸用のマンシ
ョン等（土地を含む）を有しております。当連結会計年度における当該賃貸等不
動産に関する賃貸損益は250百万円（賃貸収益は兼業事業売上高に、主な賃貸費用
は兼業事業売上原価に計上）であります。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時
価は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度末の

時価当連結会計年度
期首残高

当連結会計年度
増減額

当連結会計年度末
残高

21,028 564 21,593 20,844

(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2. 当連結会計年度の主な減少額は減価償却費（585百万円）であります。
3. 当連結会計年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく

金額、その他の重要性が乏しいものについては、一定の評価額や適切に市場価格を反映して
いると考えられる指標に基づく価格等を時価としております。

（収益認識に関する注記）
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
（※１）

合計

建設事業
不動産
賃貸事業

計

一時点で移転される財
又はサービス

7,254 16,292 23,547 2,030 25,577

一定の期間にわたり移転される財
又はサービス

156,851 7,631 164,482 13 164,496

顧客との契約から生じる収益 164,106 23,923 188,029 2,044 190,074

その他の収益（※２） － 196,313 196,313 149 196,463

外部顧客への売上高 164,106 220,237 384,343 2,194 386,537

（※１）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、総合広告代理店
業、旅行代理店業及びゴルフ場・ホテル施設の運営に関する事業を含んでおります。

（※２）その他の収益には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入
等が含まれております。

2. 収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算

書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等」の「会計方針に関
する事項」の「重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 3,054百万円
顧客との契約から生じた債権(期末残高) 3,549
契約資産（期首残高） 4,104
契約資産（期末残高） 6,112
契約負債(期首残高) 13,496
契約負債(期末残高) 13,955

契約資産は、主にアパート、賃貸マンション等の建築請負契約において、
発生した工事原価に基づいて測定した進捗度により収益を認識したことによ
って生じた顧客に対する未請求の債権であります。

契約負債は、主に発生した工事原価に基づいて測定した進捗度により認識
した収益以上の入金、または請求したことによって生じた顧客への債務であ
ります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含
まれていた額は、12,541百万円であります。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
未充足（又は部分的に未充足）の履行義務は、2026年４月30日時点で

271,045百万円であります。当該履行義務は、主に建設事業におけるアパー
ト、賃貸マンション等の建築請負契約に関するものであり、期末日後１年以
内に約50％、残り約50％がその後に収益として認識されると見込んでおりま
す。

なお、当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあた
って実務上の便法を適用し、当初予想される契約期間が１年以内の契約、お
よび提供したサービスに基づき対価を請求できる契約については、注記の対
象に含めておりません。

(１株当たり情報に関する注記）
1. １株当たり純資産額 10,481円12銭

2. １株当たり当期純利益 1,238円21銭

(重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（2026年４月30日現在）

（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部)

流 動 資 産

現 金 預 金

完 成 工 事 未 収 入 金

売 掛 金

未 成 工 事 支 出 金

材 料 貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 ・ 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

借 地 権

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

関係会社長 期 貸 付 金

長 期 預 金

破 産 更 生 債 権 等

長 期 前 払 費 用

前 払 年 金 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

89,738

77,177

7,940

179

2,085

167

417

1,785

△15

77,940

17,727

4,992

493

46

85

6,240

5,634

9

225

2,683

60

1,382

1,239

57,529

625

25,765

71

1,744

20,000

32

276

37

6,156

3,021

△203

(負 債 の 部)

流 動 負 債 68,969

支 払 手 形 0

工 事 未 払 金 14,196

リ ー ス 債 務 10

未 払 金 4,725

未 払 費 用 11,549

未 払 法 人 税 等 2,591

未 成 工 事 受 入 金 13,233

預 り 金 19,627

前 受 収 益 43

賞 与 引 当 金 1,602

完成工事補 償 引 当 金 356

そ の 他 1,032

固 定 負 債 24,811

役員退職慰 労 引 当 金 189

退 職 給 付 引 当 金 2,826

資 産 除 去 債 務 455

長 期 預 り 保 証 金 20,557

そ の 他 782

負 債 合 計 93,780
(純 資 産 の 部)

株 主 資 本 73,664

資 本 金 4,800

資 本 剰 余 金 16

資 本 準 備 金 16

そ の 他 資 本 剰 余 金 0

利 益 剰 余 金 98,641

利 益 準 備 金 1,183

そ の 他 利 益 剰 余 金 97,457

別 途 積 立 金 23,500

繰 越 利 益 剰 余 金 73,957

自 己 株 式 △29,793

評価・換算差額等 233

その他有価証券評価差額金 233

純 資 産 合 計 73,898
資 産 合 計 167,679 負 債 純 資 産 合 計 167,679
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損 益 計 算 書

(2025年５月１日から
2026年４月30日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 186,725

売 上 原 価 132,371

売 上 総 利 益 54,353

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 40,176

営 業 利 益 14,176

営 業 外 収 益

受 取 利 息 75

有 価 証 券 利 息 0

受 取 配 当 金 2,651

受 取 保 険 金 324

そ の 他 460 3,511

営 業 外 費 用

リ ー ス 解 約 損 5

ク レ ー ム 損 害 金 47

支 払 手 数 料 79

そ の 他 12 144

経 常 利 益 17,543

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 459

リ ー ス 資 産 減 損 勘 定 取 崩 益 346 805

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 447

減 損 損 失 419 867

税 引 前 当 期 純 利 益 17,482

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 4,766

法 人 税 等 調 整 額 △723 4,042

当 期 純 利 益 13,439
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株主資本等変動計算書

(2025年５月１日から
2026年４月30日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資 本

準 備 金

そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金 利 益
剰 余 金
合 計

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 4,800 16 0 16 1,183 23,500 64,954 89,638 △211 94,243

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △4,436 △4,436 △4,436

当 期 純 利 益 13,439 13,439 13,439

自己株式の取得 △29,581 △29,581

株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － － 9,003 9,003 △29,581 △20,578

当 期 末 残 高 4,800 16 0 16 1,183 23,500 73,957 98,641 △29,793 73,664

評価・換算差額等

純 資 産
合 計

そ の 他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 276 276 94,519

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △4,436

当 期 純 利 益 13,439

自己株式の取得 △29,581

株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)

△42 △42 △42

当 期 変 動 額 合 計 △42 △42 △20,621

当 期 末 残 高 233 233 73,898
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式………………………移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等………
以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は主として移動平均法によ
り算定。）

市場価格のない株式等………移動平均法による原価法
2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金…………………個別法による原価法（収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法）

材 料 貯 蔵 品…………………最終仕入原価法による原価法（収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法）

3. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…………………定率法
(リース資産を除く） 但し、1998年４月１日以降取得の建物（附属

設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取
得した建物附属設備、構築物及びゴルフ場に
係る資産については定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ７～50年

無形固定資産…………………定額法
(リース資産を除く） なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

ソフトウエア ５年
リ ー ス 資 産…………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取
引のうち、リース取引開始日が2008年４月30
日以前のリース取引については、通常の賃貸
借取引に係る方法に準じた会計処理によって
おります。

長期前払費用…………………均等償却
4. 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金…………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般
債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額を計上しており
ます。

賞 与 引 当 金…………………従業員賞与の支払いに充てるため、当事業年
度に負担すべき支給見込額を計上しておりま
す。

役員賞与引当金…………………役員に対して支給する賞与の支出に充てるた
め、当事業年度に負担すべき支給見込額を計
上しております。
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完成工事補償引当金……………完成工事に係る契約不適合の費用に備えるた
め、売上高(契約不適合責任契約のあるもの)
に対する見積補償額を計上しております。

役員退職慰労引当金……………役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規
に基づく期末要支給額を計上しております。

退職給付引当金…………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度
末における退職給付債務及び年金資産の見込
額に基づき当事業年度末において発生してい
ると認められる額を計上しております。
但し、年金資産の額が退職給付債務の額を超
えることにより資産となる場合には、貸借対
照表上「前払年金費用」として計上しており
ます。
(1) 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付
見込額を当事業年度末までの期間に帰属
させる方法については、給付算定式基準
によっております。

(2) 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生
時における従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（５年）による定額法に
より按分した額を、それぞれ発生の翌事
業年度から費用処理しております。

5. 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務

の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は
以下のとおりであります。
イ 建設事業

建設事業においては、主にアパート、賃貸マンション等の建築請負契約を
締結し、設計、施工を行う義務を負っております。当該契約については、一
定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進
捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末
日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基
づいて行っております。この取引の対価は、契約条件に従い、概ね履行義務
の進捗に応じて段階的に受領しているため、重要な金融要素は含まれており
ません。また、その他の工事については、工期がごく短いため、引渡しを行
った一時点において履行義務が充足されると判断し、収益を認識しておりま
す。

ロ 不動産賃貸事業
不動産賃貸事業においては、主にリフォーム工事等の請負契約を締結し、

リフォーム工事等を行う義務を負っております。当該履行義務については、
工期がごく短いため、引渡しを行った一時点において履行義務が充足される
と判断し、収益を認識しております。この取引の対価は、通常、短期に決済
されるため、重要な金融要素は含まれておりません。
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6. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類

におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

（会計上の見積りに関する注記）
一定の期間にわたり収益を認識する方法における見積り

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額
完成工事高 156,851百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは工期がごく短いリフォーム工事等を除く工事請負契約につい
て、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に
係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間
の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割
合に基づいて行っております。
当該見積りは、契約締結後の物件規模の見直しや仕様変更に伴う設計変更や
追加契約の締結、また、原材料、資材価格変動等によって影響を受ける可能
性があり、翌事業年度の計算書類において、完成工事高、完成工事原価の金
額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

(貸借対照表に関する注記）
1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

施主が当社に対する工事代金支払のために借入した９百万円の担保として、定
期預金93百万円を借入を実行した金融機関に差入れております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 13,155百万円
3. 保証債務

東建ビル管理㈱におけるサブリース経営代行システム（一括借り上げ制度）契
約に対し、3,056,278百万円の債務保証を行っております。また、施主の金融機
関からの借入に対し、149百万円の債務保証を行っております。

4. 関係会社に対する金銭債権債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債権 165百万円
長期金銭債権 61
短期金銭債務 2,880
長期金銭債務 20,447

(損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
売 上 高 10,662百万円
売 上 原 価 20,636
販売費及び一般管理費 1,494
営業取引以外の取引 2,575
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減損損失
(1) 減損損失を認識した資産グループの概要

（単位：百万円）
用途 場所 種類 金額

ゴルフ場施設 三重県桑名市
建 物 5
そ の 他
（コ ー ス 勘 定）

414

合 計 419

(2) 減損損失の認識に至った経緯
ゴルフ場施設は、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであることから、
帳簿価額を回収できる見込みがないと判断し、減損損失を認識いたしました。

(3) グルーピングの方法
自社利用の事業用資産につきましては原則として事業ブロック別に区分し、賃
貸用不動産、ゴルフ場施設、宿泊施設、将来の使用が見込まれていない遊休資
産については個々の物件単位でグルーピングをしております。また本社等につ
いては、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから全社資産として
おります。

(4) 回収可能価額の算定方法
資産又は資産グループの回収可能価額は、正味売却価額又は使用価値のいずれ
か高い方の金額により測定しております。
ゴルフ場施設の資産について、不動産鑑定評価額の合理的な根拠に基づき正味
売却価額を算出しており、これを回収可能価額として測定しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度の末日における自己株式の数
普通株式 2,371,020株

(税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払費用 3,465百万円
減損損失 1,408
退職給付引当金 878
賞与引当金 465
その他 2,017
繰延税金資産小計 8,235
評価性引当額 △1,795
繰延税金資産合計 6,440

繰延税金負債
その他 △283
繰延税金負債合計 △283
繰延税金資産の純額 6,156
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(リースにより使用する固定資産に関する注記）
ファイナンス・リース取引（借主側）
貸借対照表に計上した固定資産のほか、居住用建物を所有権移転外ファイナン
ス・リース契約により使用しております。

1. 事業年度の末日における取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累
計額相当額及び期末残高相当額

（単位：百万円）

区 分 取得価額相当額 減価償却累計額相当額 減損損失累計額相当額 期 末 残 高 相 当 額

建 物 1,654 1,058 305 291

2. 事業年度の末日における未経過リース料相当額及びリース資産減損勘定
未経過リース料相当額
１年以内 63百万円

１ 年 超 789
合 計 853

リース資産減損勘定 127百万円
3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息

相当額
支払リース料 100百万円
リース資産減損勘定の取崩額 375
減価償却費相当額 55
支払利息相当額 39

4. 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各
期への配分方法については、利息法によっております。

（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方

針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであり
ます。
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(関連当事者との取引に関する注記)
1. 子会社及び関係会社等

（単位：百万円）

種類
会社等の
名 称

所在地
資本金
又 は
出資金

事業の内容

議決権等
の 所 有
(被所有)
割 合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社
ナスラッ
ク㈱

名古屋市
中区

90
住宅設備機
器の製造及
び販売

100.0％

当社施工物
件への住設
機器の納入
等
役員の兼任

住設機器の仕入 20,617
工事未払
金

2,459

子会社
東建リー
スファン
ド㈱

名古屋市
中区

250
貸金業及び
生・損保代
理店業

100.0％

当社顧客に
対する建設
資金の融資
等
役員の兼任

融資

資金の
貸 付

－ 短期貸付
金
長期貸付
金

2

1,744資金の
回 収

2

利息の
受 取

8 未収収益 6

子会社
東建ビル
管理㈱

名古屋市
中区

498
不動産賃貸
事業

100.0％

当社への賃
貸物件管理
委託
役員の兼任

賃貸管
理業務
の受託

保証金の
受入れ

540
長期預り
保証金

20,447
保証金の
払戻し

422

債務保証 3,056,278 － －

2. 役員及び個人主要株主等
（単位：百万円）

種類
会社等の
名 称

所在地
資本金
又 は
出資金

事業の内容
又 は 職 業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割 合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を有す
る会社

Ms Labo㈱
名古屋市
昭和区

9
コンサルテ
ィング業

なし
当社新規事業
に対する業務

委託
業務委託料 21

販売費及
び一般管
理費

－

(注) 1. 取引金額には消費税等は含まれておりません。期末残高には消費税等は含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針

価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し、価格交渉のうえで決定しております。
貸付金金利条件については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。なお、担保
は受け入れておりません。
預り保証金の受入れについては、不動産賃貸における一般的な取引条件によっておりま
す。
東建ビル管理㈱に対する債務保証については、サブリース経営代行システム（一括借り上
げ制度）の契約に基づき、東建ビル管理㈱が施主に対して負う一括家賃等の債務につき、
当社が債務保証しているものであります。従って、債務保証額は未経過一括家賃等の金額
であります。なお、東建ビル管理㈱に対する債務保証に伴う保証料は収受しておりませ
ん。

3. Ms Labo㈱は、当社代表取締役左右田善猛氏及びその親族が議決権の100％を所有する会社で
あります。

(１株当たり情報に関する注記）
1. １株当たり純資産額 6,656円90銭
2. １株当たり当期純利益 1,029円68銭
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(重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年６月18日

東建コーポレーション株式会社
取 締 役 会 御 中

仰 星 監 査 法 人

名古屋事務所

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 小 出 修 平

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 三 島 陽

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、東建コーポレーション株式会社の2025年

５月１日から2026年４月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、東建コーポレーション株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体
の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当

監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

― 39 ―



連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及
び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計
算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年６月18日

東建コーポレーション株式会社
取 締 役 会 御 中

仰 星 監 査 法 人

名古屋事務所

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 小 出 修 平

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 三 島 陽

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、東建コーポレーション株式会社の

2025年５月１日から2026年４月30日までの第50期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の
財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人として
のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな
る可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び
内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年5月1日から2026年4月30日までの第50期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとお
り報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の
整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所
において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締
役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必
要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役
会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取
締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて
説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2024年3月
12日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書及び株主資本等変動計算書）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対
照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事
項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年６月22日
東建コーポレーション株式会社 監査役会

常勤監査役 更 科 幸 弘 ㊞
社外監査役 三 箭 正 博 ㊞
社外監査役 北 村 明 美 ㊞

以 上
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株主総会参考書類
議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項

当社の配当政策につきましては、株主の皆様に対する安定的な配当を第
一に、経営基盤の強化を図るための内部留保の充実を勘案の上、業績に応
じて積極的な利益還元を行うことを基本方針といたしております。

2026年４月期（第50期）の期末配当におきましては、上記の基本方針に
鑑み、次のとおりといたしたいと存じます。
1. 配当財産の種類

金銭といたします。
2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金360円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は、3,996,352,800円となります。

3. 剰余金の配当が効力を生じる日
2026年７月29日といたしたいと存じます。

第２号議案 故創業者・元代表取締役会長 左右田 稔氏に対する退職慰労金の贈呈

の件

去る2025年７月24日に逝去により退任いたしました創業者であり元代表取締役
会長左右田 稔氏に対し、在任中の多大なる功績に報いるため、当社の定める一
定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈いたしたく、その具体
的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。
同氏は、1974年の創業以来、半世紀以上にわたり当社の経営の舵取りを担い、

東京証券取引所及び名古屋証券取引所への株式上場を成し遂げるなど、今日の当
社の経営基盤を確固たるものにいたしました。
本贈呈は、同氏のこれら多大なる功績と当社の持続的な成長と企業価値向上に

多大な貢献をされたことに鑑み、当社「役員退職慰労金内規」の規定に基づき算
出され取締役会で決定されるものであり、その内容は相当であると判断しており
ます。
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴

左右
そ う だ

田 稔
みのる

1979年７月 ㈱東名商事（現、東建コーポレーション㈱）代表取締役

1982年11月 当社代表取締役社長

2013年５月 当社代表取締役社長兼会長

2023年12月 当社代表取締役会長

2025年７月 逝去により退任

以 上
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議決権行使 についてのご案内
電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、以下のいずれかの 

方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

（1）	 書面(郵送)とインターネット等（「スマート行使」を含む。）により二重に議決権を行使された場合は、イン
ターネット等（「スマート行使」を含む。）によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

（2）	 インターネット等（「スマート行使」を含む。）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われ
たものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

重複して行使された議決権の取扱いについて

議決権行使の方法として、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

機関投資家の皆さまへ

事前にご行使いただく場合

2026年7月27日（月曜日）
午後6時到着分まで

2026年7月27日（月曜日）
午後6時行使分まで

同封の議決権行使書用紙に
議案に対する賛否をご表示
いただき、行使期限までに
当社株主名簿管理人に到着
するようご返送ください。
議決権行使書面において、
議案に賛否の表示がない場
合は、賛成の意思表示をさ
れたものとして取り扱わせ
ていただきます。

議決権行使書

議決権行使書

2026年7月27日（月曜日）
午後6時行使分まで

行使期限行使期限行使期限

にアクセスし、同封の議決権
行使書用紙に記載の議決権
行使コード及びパスワードを
ご利用のうえ、画面の案内に
従って議案に対する賛否を
ご登録ください。

https://www.web54.net

詳細につきましては次々頁
をご覧ください。

詳細につきましては次頁
をご覧ください。

2026年７月18日(土)午後８時～2026年７月19日(日)午後11時
の間は議決権行使ウェブサイトのメンテナンス作業のため取
扱い休止となります。ご了承くださいますようお願い申し上げ
ます。

議決権行使ウェブサイト

同封の議決権行使書用紙の
右下「スマートフォン用議決
権行使ウェブサイトログイ
ンQRコード」をスマートフォ
ンかタブレット端末で読み
取ります。

●書面(郵送)によるご行使● ●「スマート行使」によるご行使● ●パソコン等によるご行使●

同封の議決権行使

書用紙をご持参い

ただき、会場受付

にご提出くださ

い。

株主総会開催日時

2026年7月28日（火曜日）

午前10時

議決権行使書

当日ご出席いただく場合

●株主総会へ出席●

― 46 ―



議決権行使書

③

④

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブ

サイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で読み

取ります。

表示されたURLを開くと

議決権行使ウェブサイト画面が開きます。

議決権行使方法は２つあります。

画面の案内に従って各議案の

賛否をご入力ください。

確認画面で問題な

ければ	「この内容

で行使する」 ボタ

ンを押して行使完

了！

①スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

②議決権行使ウェブサイトを開く

③各議案について個別に
　指示する

④ 全ての会社提案議案に
　ついて「賛成」する

※	QRコード®は、株式会社
デンソーウェーブの 
登録商標です。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコードを読み取り、同封の議決権行使書用

紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります（パソコンから、議決権行

使ウェブサイト	https://www.web54.net	へ直接アクセスして行使いただくことも可能です）。

● 「スマート行使」によるご行使 ●
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 パソコン等によるご行使�

株主名簿管理人　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

議決権行使に関する 
パソコン等の操作方法について  0120-652-031 （9:00～21:00）

その他のご照会  0120-782-031 （平日9:00～17:00）

※	議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。
※	インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご

利用いただけない場合があります。
※	ウェブサイトのメンテナンス作業のための取扱い休止期間　2026年7月18日（土）午後8時～7月19日（日）午後11時

①�議決権行使ウェブサイトへアクセスする

https://www.web54.net

クリック

�以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

③パスワードを入力する

同封の議決権行使書用紙に記載の「パスワード」を
ご入力ください。

「初期パスワード」を

入力

②ログインする

同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」
をご入力ください。

議決権行使コード

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください
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外堀通

名
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大
津
通

久
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大
通
駅

N

国
際
セ
ン
タ
ー

栄
駅錦通

桜通

丸の内駅

地下鉄
丸の内駅
１番出口

伏見駅

堀
川

名古屋高速

地下鉄桜通線

地下鉄東山線

地
下
鉄
鶴
舞
線

地
下
鉄
名
城
線

名古屋高速
丸の内出口

東建本社
丸の内ビル

株主総会会場のご案内図

会 場 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目１番33号

当社 東建本社丸の内ビル３階 東建ホール・丸の内

公共交通機関 地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内」駅１番出口すぐ

※お願い：駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠

慮いただき公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上

げます。


